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平成 29 年度

貸金業務取扱主任者資格試験問題用紙

次の注意事項をよく読んでください。

（注意事項）

� 試験問題は、試験監督員の指示があるまで開かないでください。

� 試験時間は、13 時 00 分から 15 時 00 分までの�時間です。

� 試験時間中、途中退出はできません。試験時間が終了するまでは席を離れないで

ください。ただし、体調不良などの場合は、静かに手を挙げて試験監督員の指示に

従ってください。

� 試験問題用紙に乱丁、落丁、印刷不鮮明がある場合は、手を挙げて試験監督員に

合図してください。

� 試験問題の内容に関する質問には一切お答えできません。

� 試験室では試験監督員の指示に従ってください。指示に従わないとき、又は不正

行為等の不都合な行為があると認めたときは、退場をさせ、失格となることがあり

ます。

� 答は、別の解答用紙(マークシート)に記入してください。

	 解答用紙への記入は、ＨＢ又はＢの黒鉛筆（シャープペンシル）を使用してくだ

さい（ボールペンは使用不可）。


 試験問題用紙は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。

10 出題の根拠となる法令等の基準日は、平成 29 年�月�日とし、出題に係る法令

等については、同日において施行されている法令等とします。

受 験 番 号
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法及び関係法令に関すること

【問題 �】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの

個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は

債務者もしくは保証人をいう。

ｂ 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものとして内閣府令で定めるものをいう。

ｃ 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金（住宅の用に供する

土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。）又は住宅の改良に必要な資金の貸付け

に係る契約をいう。

ｄ 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者

との間で締結される契約をいう。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 �】

株式会社であるＡ社が貸金業の登録の申請をした。次の①〜④の記述のうち、貸金業法

第�条（登録の拒否）第�項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される場合を�つだ

け選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａ社の取締役の中に、被補助人がいる場合

② Ａ社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せら

れた日から�年を経過しない者がいる場合

③ Ａ社の政令で定める使用人の中に、貸金業法第 24 条の�の�（監督上の処分）第

�項の規定により貸金業の登録を取り消されたＢ株式会社の取締役を当該取消しの日

の 20 日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から�年を経過しないものが

いる場合

④ Ａ社の常務に従事する取締役が�名であり、そのうち�名のみＣ銀行において貸付

けの業務に�年以上従事した経験を有する者がいる場合
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【問題 �】

株式会社であるＡ社は、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の①〜④の記述の

うち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａ社は、その取締役を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に

届け出なければならない。

② Ａ社は、その営業所又は事務所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数

が 50 人の従たる営業所において、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得

る地位にある使用人を変更したときは、その日から�週間以内に、その旨を甲県知事

に届け出なければならない。

③ Ａ社は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所

のホームページアドレスを変更したときは、その日から�週間以内に、その旨を甲県

知事に届け出なければならない。

④ Ａ社は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨

を甲県知事に届け出なければならない。
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【問題 �】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、顧客等に関する情報管理態勢及び外部委託

（貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること）について、監督当局が、貸金業者

の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次のａ〜ｄの記述のうち、そ

の内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号を

マークしなさい。

ａ 顧客等に関する情報の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署へ報告され、二

次被害等の発生防止の観点から、対象となった資金需要者等への説明、当局への報告

及び必要に応じた公表が迅速かつ適切に行われる体制が整備されているか。

ｂ クレジットカード情報について、その利用目的その他の事情を勘案した適切な保存

期間を設定し、保存場所を限定し、また、保存期間経過後も廃棄することなく引き続

き厳重に保管しているか。

ｃ 委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措

置が確保されているか。また、外部委託を行うことによって、検査や報告命令、記録

の提出など監督当局に対する義務の履行等を妨げないような措置が講じられているか。

ｄ 二段階以上の委託が行われた場合であっても、再委託先等の事業者に対して貸金業

者自身による直接の監督を行い、外部委託先に対して再委託先等の事業者への監督を

行わせないような措置が講じられているか。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ
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【問題 �】

貸金業法第 12 条の�に規定する利息、保証料等に係る制限等に関する次の①〜④の記

述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その利息（みなし利息を含む。）が利息制限法第�条（利息の制限）

に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となるだけでな

く、必ず刑事罰の対象となる。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者（以下、本問にお

いて「保証業者」という。）と保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証業者

への照会その他の方法により、当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間

における保証料に係る契約の締結の有無、及び保証料に係る契約を締結する場合にお

ける当該保証料の額を確認しなければならない。

③ 貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、

当該根保証契約が当該根保証契約において�年を経過した日より後の日を元本確定期

日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるもので

あるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

④ 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契

約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合であっても、当該契約につき更新が

あったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求することが

できる。

(注) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務と

する保証契約をいう。
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【問題 �】

貸金業法第 13 条第�項に規定する源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明

らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるも

の（以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。）に関する次のａ〜ｄ

の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から�つだけ選び、解

答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式

貸付けに係る契約その他の貸金業法施行規則第 10 条の 16（指定信用情報機関が保有す

る信用情報の使用義務の例外）で定める貸付けの契約ではないものとする。また、本問

における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

ａ 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額

が 50万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保

有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に

対する借入れがないことが判明したときであっても、当該顧客からその資力を明らか

にする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

ｂ 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が 100万円を超える貸付けに係る契

約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で、当該契約に係る

保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者からその資力を明ら

かにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

ｃ 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額

が 10万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関

が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業

者に対する借入残高が 100万円を超えることが判明した。この場合、当該貸金業者は、

当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

ｄ 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が 80万円の貸付けに係る契約を締

結しようとする場合、その�年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに

当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けて

いたときであっても、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又

は提供を受けなければならない。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ
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【問題 	】

貸金業法第 13 条の�（過剰貸付け等の禁止）第�項に規定する個人過剰貸付契約から

除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に定める契約（以下、本問において

「除外契約」という。）に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの個

数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 不動産の建設もしくは購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当す

るが、不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。

ｂ 自ら又は他の者により不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付け

が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。

ｃ 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外契約に該当する。

ｄ 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金

業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、除外契

約に該当する。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 �】

貸金業者であるＡが、貸金業法第 13 条の�に基づき、個人顧客であるＢとの間で締結

している極度方式基本契約（以下、本問において「本件基本契約」という。）について

行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査（以下、

本問において「本件調査」という。）等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が

適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Ａは、非営利

特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Ａは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後�か月以内の

一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後�か月ごとの期間に区分したそ

れぞれの期間（以下、本問において「所定の期間」という。）において、直近の「所

定の期間」内にＡが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が�

万円で、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの

残高の合計額が 10万円であった場合、本件調査を行わなければならない。

② Ａは、�か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措

置を講じている場合、本件調査を行う必要はない。

③ Ａは、Ｂが本件基本契約の他にはＡ及びＡ以外の貸金業者との間で貸付けに係る契

約を一切締結していない場合において、本件基本契約の極度額が 60万円であるとき

は、本件調査を行うに際し、Ｂから、源泉徴収票その他のＢの収入又は収益その他の

資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令

で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

④ Ａは、本件基本契約において、貸金業法施行規則第 10条の 24（基準額超過極度方

式基本契約に係る調査の要件等）第�項第�号に該当することを理由として本件調査

を行う必要がある場合には、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から�

週間を経過する日までに、指定信用情報機関にＢの個人信用情報の提供の依頼をしな

ければならない。

−8−



DKIH-01.smd  Page 10 17/10/23 16:43  v3.40

【問題 
】

次の①〜④の記述のうち、貸金業者が、金銭の貸付け（手形の割引及び売渡担保を除

く。）に係る貸付けの条件について広告をする場合に、貸金業法第 15 条（貸付条件の広

告等）の規定に従い表示しなければならない事項に該当するものを�つだけ選び、解答

欄にその番号をマークしなさい。

① 返済の方式並びに返済期間及び返済回数

② 利息の計算の方法

③ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

④ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
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【問題 10】

貸付けに係る契約についての、貸金業法第 16 条の�（契約締結前の書面の交付）第�

項に規定する書面（以下、本問において「契約締結前の書面」という。）及び同条第�

項に規定する書面（以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書

面」という。）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金

銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものと

する。

① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく

極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該契約を締結するまでに、内

閣府令で定めるところにより、契約締結前の書面を当該顧客に交付しなければならな

い。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方

となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面について

は、当該相手方となろうとする者の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項

を電磁的方法により提供することはできない。

③ 極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、「各回の返済期日及

び返済金額の設定の方式」が含まれる。

④ 契約締結前の書面の記載事項のうち、「貸金業者の登録番号」は、締結する契約の

契約番号を記載することによって省略することができる。
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【問題 11】

貸金業者であるＡが、個人顧客であるＢとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をＢに

貸し付け、Ｂに貸金業法第 17 条（契約締結時の書面交付）第�項に規定する書面（以

下、本問において「契約締結時の書面」という。）を交付した後に、契約締結時の書面

に記載した事項に変更が生じた場合等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適

切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸

付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸

付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Ａは、契約締結時の書面に記載した「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住

所」の事項に変更が生じた場合、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をＢに

再交付しなければならない。

② Ａは、Ｂとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定

めがあるときは、その旨及びその内容」の事項を変更した場合、その変更がＢにとっ

て有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をＢ

に再交付しなければならない。

③ Ａは、Ｂとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「契約上、返済期日前の

返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を変更した場合、そ

の変更がＢにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約

締結時の書面をＢに再交付しなければならない。

④ Ａは、Ｂとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「返済の方法及び返済を

受ける場所」の事項を変更した場合、その変更がＢにとって有利であるか否かにかか

わらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をＢに再交付しなければならな

い。
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【問題 12】

次のａ〜ｄの記述のうち、貸金業法第 18 条（受取証書の交付）第�項に規定する書面

に記載すべき事項に該当するものの個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその

番号をマークしなさい。

ａ 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額

ｂ 貸付けの金額（保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額）

ｃ 貸付けの利率

ｄ 利息の計算の方法

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 13】

貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内

容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマー

クしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式

貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対

象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

ａ 貸金業者は、貸金業法第 12条の�（証明書の携帯等）第�項に規定する従業者名

簿を、最終の記載をした日から�年間保存しなければならない。

ｂ 貸金業者は、貸金業法第 41条の 36（指定信用情報機関への信用情報の提供等に係

る同意の取得等）第�項及び第�項に規定する同意を資金需要者である個人の顧客か

ら得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該顧客の個人信用情報を加入指

定信用情報機関に提供した日から�年間保存しなければならない。

ｃ 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約を締結した場合には、内閣府令で定めるとこ

ろにより、貸金業法第 13条（返済能力の調査）第�項の規定による調査に関する記

録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日（当該貸付け

に係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債

権の消滅した日）までの間保存しなければならない。

ｄ 貸金業者は、貸金業法施行規則第 10条の 23 （個人顧客の利益の保護に支障を生ず

ることがない契約等）第�項第�号に規定する契約（個人顧客の緊急に必要と認めら

れる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約）に該当する契約を締結し

た場合には、同条第�項第�号に規定する書面（医療機関からの医療費の請求書又は

見積書）もしくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録

を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日（当該貸付けに係る契約に基

づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した

日）までの間保存しなければならない。

① ａｂ ② ａｄ ③ ｂｃ ④ ｃｄ
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【問題 14】

貸金業法第 24 条（債権譲渡等の規制）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が

適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における

債権は、抵当証券法第�条第�項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものと

する。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その

者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内

閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関し

てする行為について貸金業法第 24 条第�項に規定する条項の適用がある旨を、内閣

府令で定める方法により、通知しなければならない。

② 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、

当該債権の譲受人は、貸金業法第 24 条により準用される当該債権の内容を明らかに

する同法第 17 条（契約締結時の書面の交付）に規定する書面を、当該債権の債務者

に交付する必要はない。

③ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、当該債権の譲

受人は、当該貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたと

きに、貸金業法第 24 条により準用される同法第 18 条（受取証書の交付）第�項に規

定する書面に、当該債権の譲受年月日を記載する必要はないが、当該債権に係る貸付

けの契約の契約年月日は記載しなければならない。

④ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、

当該債権の譲受人は、貸金業法第 24 条により準用される当該債権に係る譲り受け後

の同法第 19条（帳簿の備付け）に規定する帳簿を、作成する必要はない。

−14−



DKIH-01.smd  Page 16 17/10/23 16:43  v3.40

【問題 15】

貸金業法第 24 条の�の�（開始等の届出）に規定する届出に関する次の①〜④の記述

のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業

法第 12条の�（貸金業務取扱主任者の設置）に規定する要件を欠くこととなった場

合、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知

事（以下、本問において「登録行政庁」という。）に届け出なければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日か

ら�週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から�週間以内に、その

旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸

金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から

30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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【問題 16】

次のａ〜ｄの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④

の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 営業的金銭消費貸借契約で利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受

領額を元本として利息制限法第�条（利息の制限）に規定する利率により計算した金

額を超えるときは、当該契約は無効とみなされる。

ｂ 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に

対する割合が利息制限法第�条に規定する率の1. 46 倍を超えるときは、その超過部

分に限り無効とみなされる。

ｃ 営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から重ね

て営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、当該貸付けに係る営業的

金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第�条の規定の適用については、当該既に

負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額が、同条に

規定する元本の額とみなされる。

ｄ 債務者が同一の債権者から同時に�以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受け

た場合における、それぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息

制限法第�条の規定の適用については、当該�以上の貸付けを受けた元本の額の合計

額が、同条に規定する元本の額とみなされる。

① ａｂ ② ａｄ ③ ｂｃ ④ ｃｄ
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【問題 17】

貸金業法第 10 条（廃業等の届出）に規定する届出に関する次の①〜④の記述のうち、

その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該貸金業者は、

その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事

（以下、本問において「登録行政庁」という。）に届け出なければならない。

② 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から 30

日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 法人である貸金業者が合併（人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する

行為）により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から 30

日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、そ

の清算人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならな

い。
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【問題 18】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反

社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢

力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消するための態勢整備及び反社

会的勢力による不当要求に適切に対応するための態勢整備の検証について、監督当局が、

貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次の①〜④の記

述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしな

さい。

① 「反社会的勢力対応部署(注)による一元的な管理態勢の構築」に係る事項の�つと

して、「反社会的勢力対応部署を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための

一元的な管理態勢が構築され、機能しているか」がある。

② 「適切な事前審査の実施」に係る事項の�つとして、「反社会的勢力との取引を未

然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施す

るとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的

勢力が取引先となることを防止しているか」がある。

③ 「反社会的勢力との取引解消に向けた取組み」に係る事項の�つとして、「平素か

ら警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携しつつ、

株式会社整理回収機構のサービサー機能を活用する等して、反社会的勢力との取引の

解消を推進しているか」がある。

④ 「反社会的勢力による不当要求への対処」に係る事項の�つとして、「反社会的勢

力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずる必要があるが、

刑事事件化は極力回避する対応としているか」がある。

(注) 反社会的勢力対応部署とは、反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括

する部署をいう。
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【問題 19】

貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�

つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業法第 12条の�（貸金業務取扱主任者の

設置）第�項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わな

ければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任

者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。

② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務

所（以下、本問において「営業所等」という。）に常時勤務する者と認められるには、

社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営

業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

③ 株式会社である貸金業者が貸金業法第 24 条の�の�（監督上の処分）第�項の規

定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及

び場所の公示の日前 60 日以内にその株式会社である貸金業者の取締役であった者で

あって、当該取消しの日から�年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の

拒否事由に該当する。

④ 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、

当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
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【問題 20】

貸金業法第 12 条の�に規定する禁止行為に関する次の①〜④の記述のうち、その内容

が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実

であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰

の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

② 貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）に

よれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわら

ず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第

12条の�（禁止行為）第�号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を

告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

③ 監督指針によれば、例えば、資金需要者等が契約の内容について誤解していること

又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な

判断を妨げることは、貸金業法第 12条の�第�号に規定する「貸付けの契約の内容

のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要が

あるとされている。

④ 監督指針によれば、貸金業法第 12条の�第�号の規定における「偽りその他不正

又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠

く又は適当でない行為をいい、「不当な」行為とは違法な行為をいうとされている。
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【問題 21】

貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内

容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問

における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者であるＡは、法人であるＢとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとす

る場合、Ｂの返済能力の調査を行わなければならない。

② 貸金業者であるＡは、法人であるＣとの間で、貸付けに係る契約についての保証契

約を締結しようとする場合、Ｃの返済能力の調査を行う必要はない。

③ 貸金業者であるＡは、個人であるＤとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結し

ようとする場合、Ｄの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信

用情報を使用する必要はない。

④ 貸金業者であるＡは、個人であるＥとの間で、貸付けに係る契約についての保証契

約を締結しようとする場合、Ｅの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が

保有する信用情報を使用しなければならない。
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【問題 22】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第 13 条の�（過剰貸付け等の禁止）第�項に規定

する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第

10 条の 23 で定めるものに該当しないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマーク

しなさい。

① 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客

の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、か

つ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画（当該契約に係る貸付けの金額

が 100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状

況及び資金繰りの状況）に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る

契約であると認められるもの

② 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸

付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法によ

り確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個

人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超え

ない貸付けに係る契約であると認められるもの

③ 金融機関（預金保険法第�条第�項に規定する金融機関をいう。）からの貸付け

（以下、本問において「正規貸付け」という。）が行われるまでのつなぎとして行う

貸付けに係る契約（極度方式基本契約を除く。）であって、正規貸付けが行われるこ

とが確実であると認められ、かつ、返済期間が�か月を超えないもの

④ 個人顧客が貸金業法施行規則第 10条の 23第�項に規定する特定費用を支払うため

に必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間で締結される

契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認めら

れ、かつ、返済期間が�年を超えないもの
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【問題 23】

貸金業者が顧客との間で極度方式基本契約（以下、本問において「基本契約」という。）

を締結した場合に交付する貸金業法第 17 条（契約締結時の書面交付）第�項に規定す

る書面（以下、本問において「基本契約に係る書面」という。）及び基本契約に基づく

極度方式貸付けに係る契約（以下、本問において「個別契約」という。）を締結した場

合に交付する同条第�項に規定する書面（以下、本問において「個別契約に係る書面」

という。）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、

いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約では

ないものとする。

① 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別契約に係る書面に記載すべき事項である

「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別契約に係る書

面における当該事項の記載を省略することができる。

② 貸金業者は、個別契約に係る書面の記載事項のうち「契約の相手方の商号、名称又

は氏名及び住所」については、個別契約の契約番号その他をもって代えることができ

る。

③ 貸金業者は、個別契約に係る書面に、「賠償額の予定に関する定めがあるときは、

その内容」の事項を記載しなければならない。

④ 貸金業者は、基本契約に係る書面に、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か

及び返済ができるときは、その内容」の事項を記載しなければならない。
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【問題 24】

貸金業者であるＡが個人顧客であるＢとの間で極度方式基本契約（以下、本問において

「基本契約」という。）を締結し、貸金業法第 17 条（契約締結時の書面交付）第�項に

規定する書面（以下、本問において「基本契約に係る書面」という。）を交付した。こ

の場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約は、金銭の貸付けに

係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Ａは、Ｂとの合意に基づき、各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更した

場合、当該変更がＢの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記

載した基本契約に係る書面をＢに再交付しなければならない。

② Ａは、Ｂとの合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引

き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をＢに再交付する必要は

ない。

③ Ａは、Ｂとの合意に基づき、Ｂが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

を変更した場合、当該変更がＢの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後

の内容を記載した基本契約に係る書面をＢに再交付しなければならない。

④ Ａは、Ｂとの合意に基づき、基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を変更

した場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をＢに再交付する必要はない。
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【問題 25】

甲県知事がその登録を受けた貸金業者であるＡに対して行う処分に関する次の①〜④の

記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークし

なさい。なお、Ａは、法人であり、貸金業のみを営んでいるものとする。

① 甲県知事は、Ａが、甲県に設置している営業所又は事務所（以下、本問において

「営業所等」という。）での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙

県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Ａの貸金業

の登録を取り消さなければならない。

② 甲県知事は、Ａが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の

貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所

等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Ａの貸金業の登録を取り消さなけれ

ばならない。

③ 甲県知事は、Ａが、正当な理由がないのに、引き続き�か月貸金業を休止した場合、

Ａの貸金業の登録を取り消すことができる。

④ 甲県知事は、Ａの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるとこ

ろにより、その事実を公告し、その公告の日から 30 日を経過してもＡから甲県知事

に申出がないときは、Ａの貸金業の登録を取り消すことができる。
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【問題 26】

金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、出資法(注)上、その内容が適切

でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借（貸借の期間が�年以上である

ものとする。）の金額の 100 分の�に相当する金額を超える手数料の契約をし、又は

これを超える手数料を受領してはならない。

② 金銭の貸付けを行う者が、業として利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した後、

保証を行う者により業として当該貸付けに係る保証料の契約がなされ、その後に当該

貸付けの利息を増加する契約を締結する場合において、増加後の利息が年�割（ 20

％）を超えない割合であれば、増加後の利息と保証料とを合算すると年�割（ 20％）

を超える割合となるときであっても、当該貸付けの利息を増加する契約を締結する行

為は刑事罰の対象とならない。

③ 出資法第�条（高金利の処罰）、同法第�条の�（高保証料の処罰）及び同法第�

条の�（保証料がある場合の高金利の処罰）の規定の適用については、利息を天引き

する方法による金銭の貸付けにあっては、その交付額を元本額として利息の計算をす

るものとされている。

④ 金銭の貸付けを行う者が、個人顧客との間で、業として、年�割�分（ 25％）の

割合による利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した場合、当該契約を締結する行為

は刑事罰の対象となる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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【問題 27】

みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないも

のを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭

の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、

25,000円の弁済を受領する際に 108 円（消費税額等相当額を含むものとする。）を当

該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

② 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で

約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費

用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

③ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第

17 条第�項に規定する契約の内容を明らかにする書面（以下、本問において「契約

締結時の書面」という。）を交付した後、同条第�項後段に規定する重要なものの変

更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費

用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

④ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付

け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当

該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

【問題 28】

行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同

意を得なければならない。

② 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、

取り消すことができる。

③ 被保佐人が元本を領収し、又は利用する行為をするには、その保佐人の同意を得な

ければならない。

④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者

に対し、�か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を

追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、そ

の者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。
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【問題 29】

Ａは、Ｂから何らの代理権も付与されていないのに、Ｃとの間で、Ｂの代理人として、

Ｂ所有の不動産をＣに売却する旨の売買契約（以下、本問において「本件契約」とい

う。）を締結した。Ｃは、本件契約の締結時において、ＡがＢから何らの代理権も付与

されていないことを知っていた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、

その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ｃは、Ｂに対し、相当の期間を定めて、当該期間内に本件契約に係る追認をするか

どうかを確答すべき旨の催告をすることができる。Ｃが当該催告をした場合において、

Ｂが当該期間内に確答をしないときは、Ｂは追認を拒絶したものとみなされる。

② 本件契約は、Ｂが本件契約に係る追認を拒絶するまでは、Ｂに対してその効力を生

じる。

③ Ｃは、Ｂが本件契約に係る追認をしない間は、本件契約を取り消すことができる。

④ Ａは、Ｂの本件契約に係る追認を得たときであっても、Ｃに対して、無権代理人と

して本件契約の履行又は損害賠償の責任を負う。

−29−



DKIH-01.smd  Page 31 17/10/23 16:43  v3.40

【問題 30】

Ａは、Ｂに対し、ＡＢ間の金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権（以下、本問において

「本件債権」という。）を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民

法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ｂは、本件債権についての時効の利益を、あらかじめ放棄することができる。

② 本件債権の時効期間が経過した場合、本件債権が時効により消滅したことをＢが援

用しなくても、裁判所がこれによって裁判をすることができる。

③ Ａは、本件債権の時効期間中に、本件債権の履行を催告する文書をＢに送付し、当

該文書がＢに到達した。この場合、Ａが、�か月以内に、本件債権についての裁判上

の請求その他民法第 153条（催告）に規定する手続を行わなければ、本件債権の時効

の中断の効力は生じない。

④ 本件債権の時効期間が経過した後に、ＢがＡを被告として本件債権の不存在の確認

を求める訴訟を提起した場合において、本件債権が時効により消滅し存在しないこと

を認める判決がなされたときは、当該判決が確定した時点において、本件債権の時効

の効力が生じる。
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【問題 31】

質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�

つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不

履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為

に別段の定めがあるときは、この限りでない。

② 質権の設定は、債権者と質権設定者との間で質権設定契約が締結されれば、質権設

定者が債権者にその目的物を引き渡さなくても、その効力を生ずる。

③ 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵

当権設定契約の締結日付の先後による。

④ 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となっ

た最後の�年分についてのみその抵当権を行使することができる。
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【問題 32】

債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なもの

を�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償を

させることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者が

その事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求す

ることができる。

② 債務の不履行に関して債権者に過失があったときであっても、裁判所は、これを考

慮して、損害賠償の責任及びその額を定めることはできない。

③ 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、当事者の

一方が実際に生じた損害の額を証明したときは、裁判所は、当事者が予定した損害賠

償の額を増減することができる。

④ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、当事者間で利息の

約定がなされていた場合、約定利率と法定利率のうち低い利率をもって計算された額

となる。

−32−



DKIH-01.smd  Page 34 17/10/23 16:43  v3.40

【問題 33】

保証に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結す

る旨の口頭の合意がなされることによって、その効力を生じる。

② 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる

すべてのものを包含する。

③ 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときであっても、

保証債務は主たる債務の限度に減縮されない。

④ 貸金等根保証契約とは、保証人が法人であり、一定の範囲に属する不特定の債務を

主たる債務とする保証契約であって、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引

を受けることによって負担する債務が含まれるものをいう。
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【問題 34】

ＡはＢに対して貸付金債権（以下、本問において「甲債権」という。）を有しており、

ＢはＡに対して売買代金債権（以下、本問において「乙債権」という。）を有している。

この場合における相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なも

のを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａ及びＢは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺

の意思表示をしなければならないが、その意思表示に条件を付すことができる。

② 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、Ａ及びＢは、甲債権と乙債権

とを相殺することができない。

③ 甲債権が時効により消滅した場合、その消滅以前に甲債権と乙債権とが相殺に適す

るようになっていたときでも、Ａは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

④ Ａに対して貸付金債権を有するＣの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その

差押命令がＢに送達されていた場合において、Ｂが乙債権を取得したのが当該差押命

令の送達後であったときは、Ｂは、甲債権と乙債権との相殺をもってＣに対抗するこ

とができない。
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【問題 35】

不当利得及び不法行為に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なも

のを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａは、法律上の原因なくＢの財産又は労務によって利益を受け、そのためにＢに損

失を及ぼした場合、Ａがそれらの事実を知らなかったときでも、その受けた利益に利

息を付して返還する義務を負う。

② Ａに借入金債務を負うＢは、当該債務の弁済期が到来していないにもかかわらずＡ

に弁済したときは、その弁済金の返還を請求することができない。ただし、Ｂが錯誤

によってＡにその弁済をしたときは、Ａは、これによって得た利益を返還しなければ

ならない。

③ Ａは、自宅の建て替えの仕事をＢに注文し、Ｂは、これを請け負った。この場合に

おいて、Ｂがその仕事の遂行において誤って第三者に損害を加えたときは、その仕事

の注文又は指図についてＡに何らの過失がなかったとしても、Ａは、当該損害を賠償

する責任を負う。

④ Ａが、Ｂに対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を有する場合、Ａ又はその法定

代理人が損害及び加害者を知った時から�年間当該損害賠償請求権を行使しないとき

は、当該損害賠償請求権は時効によって消滅する。
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【問題 36】

犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下、本問において「犯罪収益移転防止法」

という。）についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、顧客である法人（外国に本店又は主たる事務所を有する法人ではない

ものとする。）の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の

確認方法の�つとして、当該法人に係る「法令の規定により当該法人が作成すること

とされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの」を確認する方法があ

る。

② 貸金業者が、顧客である株式会社の取引時確認を行うに際して本人特定事項の確認

を行わなければならない当該株式会社の実質的支配者とは、当該株式会社の議決権の

総数の�分の�を超える議決権を有する者をいう。

③ 厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等として犯罪収益移転防

止法施行令第 12条第�項に規定する取引には、「その取引の相手方が特定取引に該当

することとなる契約の締結に際して行われた取引時確認に係る顧客等又は代表者等に

なりすましている疑いがある場合における当該取引」は該当するが、「取引時確認が

行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う

取引」は該当しない。

④ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、遅滞なく、当該取引時確認に係る事項、

当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録（以

下、本問において「確認記録」という。）を作成しなければならない。また、貸金業

者は、確認記録を、当該取引時確認を行った日から、 10 年間保存しなければならな

い。
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【問題 37】

無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないもの

を�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初

めから有効であったものとみなされる。

② 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代

理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

③ 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

④ 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知を

した後でなければ、追認をすることができない。
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【問題 38】

ＡのＢに対する貸付金債権（以下、本問において「本件債権」という。）の譲渡に関す

る次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答

欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、ＡとＢとの間で譲渡禁止の

特約はなされていないものとする。また、本件債権の弁済その他本件債権の消滅に係る

事由は一切生じていないものとする。

① Ａが本件債権をＣに譲渡した場合において、ＡＣ間の債権譲渡について、Ｂが承諾

をした。この場合、Ｃは、当該債権譲渡をＢに対抗することができる。

② Ａが、本件債権をＣ及びＤに二重に譲渡した場合において、ＡＣ間の債権譲渡につ

いて、ＡがＢに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がＢに到達

した後に、ＡＤ間の債権譲渡について、ＡがＢに対して確定日付のある証書による通

知をし、当該通知がＢに到達した。この場合、Ｄは、ＡＤ間の債権譲渡をＣに対抗す

ることができる。

③ Ａが、本件債権をＣ及びＤに二重に譲渡した場合において、ＡＣ間の債権譲渡につ

いて、ＢがＡに対して確定日付のある証書によらない承諾をした後、ＡＤ間の債権譲

渡について、ＡがＢに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がＢに到

達した。この場合、Ｄは、ＡＤ間の債権譲渡をＣに対抗することができる。

④ Ａが、本件債権をＣ及びＤに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡につ

いても、Ｂに対して確定日付のある証書による通知がなされた。この場合、ＡＣ間の

債権譲渡の通知がＡＤ間の債権譲渡の通知よりも先にＢに到達したときであっても、

ＡＤ間の債権譲渡の通知に係る確定日付がＡＣ間の債権譲渡の通知に係る確定日付よ

りも早い日であれば、Ｄは、ＡＤ間の債権譲渡をＣに対抗することができる。

−38−



DKIH-01.smd  Page 40 17/10/23 16:43  v3.40

【問題 39】

弁済に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さ

ないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。弁済をする

ことについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をす

ることができない。

② 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有する者は、債務者のために有効な

弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得たときでなければ、債権者に代位しな

い。

③ 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有

する担保物を代位者に交付しなければならない。

④ 真正な受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされる。ただし、

弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかっ

たときは、この限りでない。
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【問題 40】

契約に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすること

を約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

② 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相

手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

③ 委任は、当事者の一方がある事務を履行することを相手方に委託し、相手方がこれ

を承諾することによって、その効力を生ずる。当該相手方は、その事務を履行したと

きは、報酬を支払うことを約していなくても、報酬を請求することができる。

④ 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果

に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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【問題 41】

相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

② 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

③ 被相続人の配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、当該配偶者の法定相続分は、

�分の�である。

④ 被相続人の子が、民法第 891条（相続人の欠格事由）の規定に該当したことにより

相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であ

っても、その者を代襲して相続人となることができない。
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【問題 42】

手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないも

のを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじ

め振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者で

ある譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示

した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知っ

て当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に

反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。

② 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載

する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期

の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名

称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。

③ 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

④ 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人

がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、そ

の支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
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資金需要者等の保護に関すること

【問題 43】

個人データの安全管理措置に関する次の①〜④の記述のうち、金融分野における個人情

報保護に関するガイドラインによれば、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄

にその番号をマークしなさい。

① 金融分野における個人情報取扱事業者（以下、本問において「個人情報取扱事業

者」という。）が、不特定多数者が書店で随時に購入可能な名簿で個人情報取扱事業

者において全く加工をしていないものを処分するために文書細断機等による処理を行

わずに廃棄し、又は廃品回収に出した場合には、個人情報取扱事業者の安全管理措置

の義務違反となる。

② 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講ずべ

き組織的安全管理措置には、従業者による個人データ管理手続きの遵守状況の確認が

ある。

③ 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講ずべ

き技術的安全管理措置には、個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及

び分析がある。

④ 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講ずべ

き人的安全管理措置には、個人データの取扱状況を確認できる手段の整備がある。
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【問題 44】

次の①〜④の記述のうち、景品表示法(注)上、その内容が適切なものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① 事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者

の利益のためにする行為を行う役員及び従業員は景品表示法上の事業者とみなされる

ことはない。

② 事業者又は事業者団体は、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及

び消費者委員会に届け出て、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的か

つ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、

又は設定することができる。

③ 内閣総理大臣は、景品表示法第�条（措置命令）第�項の規定による命令に関し、

事業者がした表示が同法第�条（不当な表示の禁止）第�号に規定する表示（有利誤

認表示）に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をし

た事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しない

ときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。

④ 内閣総理大臣は、景品表示法第�条（定義）第�項（景品表示法における「景品

類」の定義）もしくは第�項（景品表示法における「表示」の定義）の規定による指

定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところ

により、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会

の意見を聴かなければならない。

(注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。
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【問題 45】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則（以下、本問において「紛争解決

規則」という。）についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだ

け選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等とその相手方である貸

金業者との自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすること

ができるものをいう。

② 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人又は法人は、苦

情処理手続開始の申立てをすることができるが、法人でない社団は、代表者の定めの

あるものであっても、その申立てをすることができない。

③ 当事者である協会員等は、苦情処理手続において当事者間に和解が成立し紛争解決

規則第 50条第�項に定める和解契約書を作成したときには、当事者である契約者等

に当該和解契約書を交付しなければならない。

④ 日本貸金業協会は、当事者から異議の申出がない限り、当該当事者に係る苦情処理

手続及び紛争解決手続を公開しなければならない。
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【問題 46】

次の①〜④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切でないものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。事業者とは、法

人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個

人をいう。

② 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項に

ついて事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事

実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約

は、当該消費者が取消しをしなくても、消費者契約法により無効とみなされる。

③ 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消

費者契約の条項は、無効となる。

④ 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力

については、消費者契約法の規定によるほか、民法及び商法の規定による。消費者契

約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民

法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
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【問題 47】

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付

けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適

切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報

を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。

② 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受け

ることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日か

ら最低�か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるも

のとすることを目処として対応しなければならない。

③ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、

店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管

する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければ

ならない。

④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、

協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法により、当該債務者等から当該勧

誘を行うことについての承諾を得なければならないが、この方法により承諾を受けた

場合、当該承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければならない。
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財務及び会計に関すること

【問題 48】

会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容

が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 売上高から売上原価を減じて得た額（以下、本問において「売上総損益金額」とい

う。）は、当期販売利益金額として表示しなければならない。ただし、売上総損益金

額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を当期販売損失金

額として表示しなければならない。

② 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額（以下、本問に

おいて「営業損益金額」という。）は、営業利益金額として表示しなければならない。

ただし、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額

を営業損失金額として表示しなければならない。

③ 営業損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額（以下、本問

において「経常損益金額」という。）は、経常利益金額として表示しなければならな

い。ただし、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得

た額を経常損失金額として表示しなければならない。

④ 経常損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額（以下、

本問において「税引前当期純損益金額」という。）は、税引前当期純利益金額（連結

損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額）として表示しなければならな

い。ただし、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損

益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額（連結損益計算書にあっては、税金等

調整前当期純損失金額）として表示しなければならない。

(注) 損益計算書等とは、損益計算書及び連結損益計算書をいう。
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【問題 49】

企業会計原則（大蔵省企業会計審議会発表）の一般原則に関する次の①〜④の記述のう

ち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきであり、重

要性の乏しいものについても厳密な会計処理によるものでなければならない。これを

一般に真実性の原則という。

② 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全

な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。

③ 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更

してはならない。これを一般に継続性の原則という。

④ 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異な

る形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録

に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめ

てはならない。これを一般に単一性の原則という。
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【問題 50】

会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容

が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分しなければならない。

② 未収収益は、流動資産に属するものとされている。

③ 長期借入金は、固定負債に属するものとされている。

④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び社

債に区分しなければならない。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
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